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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、飲みやすく、消費者の嗜好を満足する茶系アルコール飲料を提
供することである。
【解決手段】本発明によって、茶抽出物、アルコール、さとうきび由来のバガス抽出物を
含むアルコール飲料が提供される。茶抽出物、アルコール、さとうきび由来のバガス抽出
物を混合することによって、茶系アルコール飲料のえぐみを低減することができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　茶抽出物、アルコール、さとうきび由来のバガス抽出物を含むアルコール飲料。
【請求項２】
　前記バガス抽出物を２ｍｇ／Ｌ以上含む、請求項１に記載のアルコール飲料。
【請求項３】
　茶葉が、緑茶、ウーロン茶、紅茶からなる群から選ばれる１又は２種類以上の茶葉であ
る、請求項１または２に記載のアルコール飲料。
【請求項４】
　アルコール度数が０．１～２０ｖ／ｖ％である、請求項１～３のいずれか１項に記載の
アルコール飲料。
【請求項５】
　茶抽出物、アルコール、さとうきび由来のバガス抽出物を混合することを含む、茶系ア
ルコール飲料の製造方法。
【請求項６】
　茶抽出物、アルコール、さとうきび由来のバガス抽出物を混合することを含む、茶系ア
ルコール飲料のえぐみを低減する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、茶系アルコール飲料に関する。より詳しくは、さとうきび由来のバガス抽出
物を配合することによって、茶の風味を保持しつつ、えぐみが低減された茶系アルコール
飲料、および、その製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、酒類の消費量が、特に若年層を中心として低下してきている。その原因として、
酒類に対する消費者の嗜好が多様化し、飲酒スタイルが大きく変化してきていることが指
摘されている。
このような変化に対応すべく、酒類メーカー各社は、鋭意様々な新しいアルコール飲料製
品を開発している。このような新しい製品開発を行うにあたって、従来は認識されていな
かった種々の課題が明らかとなってきた。
【０００３】
　例えば、アルコール飲料中のアルコールに関しては、アルコールの軽やかな風味が好ま
れる一方で、アルコールの刺激感が欠点として指摘される場合がある。従来、このような
アルコールの刺激感を低減するための手段として、物理的装置や風味改善剤を用いる方法
が知られている。
【０００４】
　物理的装置を用いる方法として、具体的には、アルコール飲料を超音波処理する方法（
特許文献１）、アルコール飲料をセラミックと接触させる方法（特許文献２）、アルコー
ル飲料製造時に磁力線を照射する方法（特許文献３）、アルコール飲料を超音波振動で撹
拌する方法（特許文献４）、アルコール飲料を半導体素材と接触させる方法（特許文献５
）等の方法が知られている。しかし、これらの方法は、アルコール飲料のアルコールの刺
激感の改善が不十分であったり、大がかりな装置を必要とする等の欠点があった。
【０００５】
　また、風味改善剤を添加する方法として、脂肪族エステルをアルコール刺激臭のマスキ
ング剤として使用する方法（特許文献６）、スターアニスシードオイル、アニスオイル、
フェンネルオイル、キャラウェー油、スペアミント油、ジル油、クロモジ油、ペニーロイ
ヤル油、レモン油、ショウノウ油、橙皮油、フェンネル油をアルコール刺激臭のマスキン
グ剤として使用する方法（特許文献７）、シュクラロースを添加する方法（特許文献８）
、パラディチョムパプリカ果実からなる呈味改善剤を使用する方法（特許文献９）、茶抽
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出物を添加した水を氷として使用する方法（特許文献１０）、酵母抽出物をアルコール飲
料の味質改善剤として使用する方法（特許文献１１）、アミノ酸の一種であるベタインを
アルコール含有食品に含有せしめる方法（特許文献１２）、等が知られている。しかし、
これらの方法は、特定のアルコール飲料にしか使用できなかったり、改善剤自体の味がア
ルコール飲料の風味を妨げやすい、という欠点があった。
【０００６】
　一方、健康指向の高まりから、緑茶やウーロン茶の抽出液を配合した、茶の風味を有す
るアルコール飲料（茶系アルコール飲料）が製造・販売されている。しかし、健康感の訴
求だけでは消費者の要求を必ずしも満足できておらず、市場でのこれらの製品の販売数量
は必ずしも大きくはない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開昭５４－１１９０９８号公報
【特許文献２】特開昭６３－１２２７３号公報
【特許文献３】特開平６－３０７５８号公報
【特許文献４】特開平１１－９２５７号公報
【特許文献５】特開２０００－２２４９７９号公報
【特許文献６】特開平８－１８７２７７号公報
【特許文献７】特開平８－１８８７９１号公報
【特許文献８】特開平８－２２４０７５号公報
【特許文献９】特開平１０－３１３８４９号公報
【特許文献１０】特開平１１－７５７８６号公報
【特許文献１１】特開２００２－２５３１９９号公報
【特許文献１２】特開２００３－２０４７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明者らは、飲みやすく、消費者の嗜好を満足する茶系アルコール飲料について詳細
に検討した結果、アルコール飲料の課題であるアルコールの刺激感とは別に、茶系アルコ
ール飲料に特有の技術課題があることを見出した。すなわち、苦味・渋味等の好ましくな
い味わいが特に認められない茶抽出液と、アルコールとを混和した場合、混和前の茶抽出
液及びアルコールには認められなかった、あくが強くて舌やのどに感じられる刺激感及び
えぐみ（本明細書において、このような刺激感及びえぐみを単に「えぐみ」ともいう）が
認めれるようになり、大変飲みにくい飲料となるということを見出した。
【０００９】
　上記のような事情に鑑み、本発明の課題は、飲みやすく、消費者の嗜好を満足する茶系
アルコール飲料を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、茶系アルコール飲料に特有の上記技術課題、すなわち、茶抽出物とアル
コールとを混和した際に初めて生じるえぐみの低減について、飲料の配合面から鋭意検討
を行った。特に本発明においては、茶系アルコール飲料に特有のえぐみを低減させること
はもちろん、アルコールの刺激感を緩和しつつ、茶の爽やかな風味は維持させることによ
って、消費者の要求を満足させられる茶系アルコール飲料の開発を行った。
【００１１】
　その結果、さとうきび由来のバガス抽出物を茶系アルコール飲料に配合することによっ
て、茶系アルコール飲料に特有のえぐみが低減され、かつ、茶の爽やかな風味は維持され
つつもアルコールの刺激感が抑制された茶系アルコール飲料が得られることを見出し、本
発明を完成させたものである。
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【００１２】
　すなわち、本発明は、これに限定されるものではないが、以下の態様の発明を包含する
。
（１）　茶抽出物、アルコール、さとうきび由来のバガス抽出物を含むアルコール飲料。
（２）　前記バガス抽出物を２ｍｇ／Ｌ以上含む、（１）に記載のアルコール飲料。
（３）　茶葉が、緑茶、ウーロン茶、紅茶からなる群から選ばれる１又は２種類以上の茶
葉である、（１）または（２）に記載のアルコール飲料。
（４）　アルコール度数が０．１～２０ｖ／ｖ％である、（１）～（３）のいずれか１項
に記載のアルコール飲料。
（５）　茶抽出物、アルコール、さとうきび由来のバガス抽出物を混合することを含む、
茶系アルコール飲料の製造方法。
（６）　茶抽出物、アルコール、さとうきび由来のバガス抽出物を混合することを含む、
茶系アルコール飲料のえぐみを低減する方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、茶系アルコール飲料に特有のえぐみが低減され、かつ、茶の爽やかな風
味を持った飲みやすい茶系アルコール飲料を提供することができる。このような茶系アル
コール飲料は、消費者の嗜好を満足する優れた品質のものである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明は、アルコールを含有するアルコール飲料に関する。使用するアルコールは特に
制限されず、蒸留酒、果実酒、清酒（日本酒）といった通常酒類に用いられるものを使用
することができるが、例えば、醸造用アルコール、スピリッツ類（ラム、ウォッカ、ジン
等）、ウイスキー、ブランデー、焼酎等をそれぞれ単独又は組み合わせて用いることがで
きる。中でも、茶の風味を保持するという本発明の目的から、アルコール含有物を連続式
蒸留機で蒸留して得られる連続式蒸留アルコールを使用することが好ましい。このような
連続式蒸留アルコールとしては、例えば、醸造用アルコール、原料用アルコール、連続式
蒸留焼酎（いわゆる甲類焼酎）やグレーンウイスキーなどを挙げることができる。
【００１５】
　本発明においてアルコールとは、特に断りがない限りエチルアルコール（エタノール）
のことをいう。また、アルコール度数とは、飲料中における容量％（ｖ／ｖ％）のことを
いう。本発明の茶系アルコール飲料においてアルコールの濃度は特に制限されないが、本
発明の技術は、アルコールの刺激感が少ないソフトなアルコール飲料に特に好適に適用で
きるため、アルコール濃度は、０．１～２０ｖ／ｖ％が好ましく、１～１５ｖ／ｖ％がよ
り好ましく、２～１０ｖ／ｖ％がさらに好ましい。
【００１６】
　なお、本明細書におけるアルコール度数は、国税庁所定分析法（平１９国税庁訓令第６
号、平成１９年６月２２日改訂）に記載の方法によって測定することができる。具体的に
は、対象のアルコール液から、必要に応じて濾過又は超音波によって炭酸ガスを抜いた試
料を調製し、そして、その試料を直火蒸留し、得られた留液の１５℃における密度を振動
式密度計を用いて測定し、前期国税庁所定分析法の付表である「第２表　アルコール分と
密度（１５℃）及び比重（１５／１５℃）換算表」を用いて換算して求めることができる
。
【００１７】
　バガス抽出物
　本発明の茶系アルコール飲料には、さとうきび由来のバガス抽出物を配合する。本発明
で使用するバガス抽出物とは、さとうきび由来のバガスを水または親水性溶媒で抽出して
得られたバガス抽出物をいう。具体的な例としては、さとうきび抽出物ＭＳＸ－１００（
三井製糖株式会社製）が挙げられる。ここで、さとうきび由来のバガスとしては、さとう
きびからの製糖過程で排出されるバガスを典型例として挙げることができ、好ましくは、
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製糖の際の圧搾工程により糖汁を圧搾した後に排出されるバガスを挙げることができる。
バガスとしては、高圧蒸煮処理などの処理を施したものを使用してもよく、高圧蒸煮処理
を施していないバガスを用いてもよい。
【００１８】
　本発明においては、さとうきび由来のバガス抽出物を添加することによって、茶系アル
コール飲料における、あくが強くて舌やのどに感じられる刺激感及びえぐみ（本明細書に
おいて単に「えぐみ」ともいう）を低減することができる。かかるえぐみは茶抽出液単体
又はアルコール単体では認められず、両者を混和したとき初めて感知されるものである。
また、さとうきび由来のバガス抽出物を添加すると、茶系アルコール飲料に特有のえぐみ
だけでなく、アルコールに起因する刺激感も低減する。えぐみ及びアルコールの刺激感の
双方が低減することによって、茶系アルコール飲料の飲みやすさが格段に向上し、茶の爽
やかな風味が好ましく感じられる、飲みやすい茶系アルコール飲料が得られる。
【００１９】
　本発明で用いるバガス抽出物は、抽出液をそのまま茶系アルコール飲料に添加してもよ
いし、デキストリン等を基剤として粉末化された市販製剤を添加してもよい。アルコール
飲料に対する添加量は、有効成分であるバガス抽出物として、好ましくは２～１０００ｍ
ｇ／Ｌ、より好ましくは２０～６００ｍｇ／Ｌ、更に好ましくは２０～５００ｍｇ／Ｌで
ある。有効成分であるバガス抽出物としての添加量が２ｍｇ／Ｌ以上であると本発明の効
果をより大きく享受することができ好適である一方、１０００ｍｇ／Ｌを上回るときは茶
系アルコール飲料の香味が平板に感じられる場合がある。また、市販製剤を用いる場合は
、有効成分であるバガス抽出物の含有率から、製剤の添加量を計算することができる。茶
系アルコール飲料への添加時期は特に制限されず、製造工程の任意のタイミングで添加し
てよい。
【００２０】
　茶系アルコール飲料
　本発明でいう茶系アルコール飲料とは、ツバキ科ツバキ属の常緑樹であるチャノキ（Ｃ
ａｍｅｌｌｉａ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ）の葉を（本明細書においては「茶葉」ともいう）従
来知られた方法で加工（製茶）し、水（熱湯）で抽出した抽出物（茶抽出物）を含むアル
コール飲料をいう。
【００２１】
　茶は、茶葉の加工方法、特に発酵程度の違いによって得られる茶の種類が分類され、そ
の茶抽出液の品質もそれぞれ異なる。例えば、緑茶は、摘み取った茶葉を加熱処理して酵
素活性を失わせ、成分の酸化を防ぎ緑色を保たせた不発酵茶である。烏龍茶は、摘み取っ
た茶葉をしおらせながら軽く刺激して茶葉成分のうち一部を酸化させたものを「釜炒り」
するもので、緑茶と紅茶の中間の性質を持ち、半発酵茶と呼ばれる。紅茶は、摘み取った
茶葉をしおらせてよく揉み、茶葉中の酸化酵素によって茶葉成分の酸化を進めて完全発酵
させたものである。このほかに、茶葉を長時間堆積して微生物作用を受けさせ、十分に成
分変化を行わせた後発酵茶もある。
【００２２】
　本発明で用いる茶抽出液は、これらの茶葉の種類や加工方法に限定されず、茶を水（熱
湯）で抽出して得られる、水溶性固形分を含む水性抽出液を用いることができる。
　添加態様としては茶抽出液をそのままアルコール飲料に添加してもよいし、茶抽出液を
濃縮、乾燥・粉末化したものを添加してもよい。
【００２３】
　添加量としては、好ましい茶の風味が認められれば特に限定されないが、一態様として
例示すれば、水性抽出液を用いる場合は、茶系アルコール飲料におけるブリックス値とし
て０．１～１０、より好ましくは０．１～５、更に好ましくは０．１～３である。なお、
ブリックス値は、糖度示差屈折計で測定することができるが、アルコール飲料中ではアル
コールによって値が不安定となるため、水性抽出液で測定したブリックス値をアルコール
飲料への配合割合を用いて計算する。
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【００２４】
　その他の原料
　また、本発明の茶系アルコール飲料においては、本発明の効果を妨げない限り、糖類、
酸類、香料、ビタミン、色素類、酸化防止剤、酸味料、乳化剤、保存料、調味料、エキス
類、ｐＨ調整剤、品質安定剤等の添加剤を配合することができる。
【００２５】
　炭酸ガスを添加して炭酸ガス飲料とすることもできる。炭酸ガスは、発酵により発生し
たものでも人為的に注入したものでもよい。
　更に、本発明のアルコール飲料は、容器詰めとすることができる。容器の形態は何ら制
限されず、プラスチックを主成分とする成形容器、金属缶、金属箔やプラスチックフィル
ムと積層されたラミネート紙容器、ガラス瓶などの通常の形態で提供することができる。
【実施例】
【００２６】
　以下の実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に記載の具
体的な態様に限定されるものではない。また、本明細書において、特に記載されない限り
、その数値範囲は端点を含むものとして記載される。
【００２７】
　実施例１：紅茶風味の茶系アルコール飲料
　（アルコール飲料の調製）
　アルコール度数５９ｖ／ｖ％のニュートラルスピリッツとインスタント紅茶粉末（５倍
濃縮相当、グッドリック社製）とを用いて、アルコール度数４ｖ／ｖ％の紅茶風味茶系ア
ルコール飲料を調製した。表１に配合を示す。ここで呈味改善剤としてはさとうきび由来
のバガス抽出物（三井製糖社製、ＭＳＸ－１００）を使用した。本呈味改善剤は、有効成
分としてさとうきび由来のバガス抽出物を１０重量％含有し、その他にデキストリンなど
を含有する。
【００２８】
【表１】

【００２９】
　（茶系アルコール飲料の評価）
　上記のようにして製造した茶系アルコール飲料について、専門パネル３名にて官能評価
を実施した。茶系アルコール飲料に特有のえぐみが軽減されているか、茶由来の風味が維
持されているかという点について、以下の基準により評価した。
・茶系アルコール飲料のえぐみ：サンプル１（茶無配合）をえぐみがないもの（評点５点
）として、えぐみの強弱を下記の基準に従って評価した。
「全く感じない」＝５点、「ほとんど感じない」＝４点、「感じるが、気にならない程度
」＝３点、「感じる」＝２点、「強く感じる」＝１点
・茶由来の風味：サンプル２（アルコール無配合）を紅茶の風味が最も強く感じるもの（
評点５点）として、紅茶の風味の強弱を下記の基準に従って評価した。
「非常に強く感じる」＝５点、「強く感じる」＝４点、「感じる」＝３点、「弱いが感じ
る」＝２点、「全く感じない」＝１点
・総合評価：えぐみの項目が３点未満のときは、呈味改善剤の効果がないとして、たとえ
紅茶の風味が感じられても（評点が３点以上でも）総合評価を×とした。えぐみの項目が
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３点以上で、かつ、紅茶の風味の評点が３点以上である場合は○、えぐみの項目が４点以
上で、かつ、紅茶の風味の評点が３点以上である場合は非常に効果ありとして◎とした。
【００３０】
【表２】

【００３１】
　（評価結果）
　結果を表２に示す。さとうきび由来のバガス抽出物を有効成分として含む呈味改善剤を
茶系アルコール飲料に配合することによって、茶系アルコール飲料に特有のえぐみが低減
され、さらに、茶の爽やかな風味は維持しつつもアルコール特有の刺激感が緩和され、極
めて飲みやすい茶系アルコール飲料となることが明らかになった。特に、有効成分として
バガス抽出物を２ｍｇ／Ｌ以上配合すると、本発明の呈味改善効果が大きく認められ、２
０ｍｇ／Ｌ以上配合すると、特に強く効果が認められることが明らかとなった。
【００３２】
　実施例２：ウーロン茶を配合した茶系アルコール飲料
　アルコール度数５９ｖ／ｖ％のニュートラルスピリッツ６７．８ｍｌ、市販のウーロン
茶粉末（５倍濃縮相当）及び呈味改善剤として三井製糖社製さとうきび抽出物ＭＳＸ－１
００を０．２ｇとを混合し、更に汲水を加えてアルコール度数４ｖ／ｖ％の本発明のウー
ロン茶風味茶系アルコール飲料１０００ｍｌを調製した。本呈味改善剤は、有効成分とし
てさとうきび由来のバガス抽出物を１０重量％含有するため、該茶系アルコール飲料中で
の有効成分濃度は、２０ｍｇ／Ｌとなる。対照として、前記ウーロン茶風味茶系アルコー
ル飲料から呈味改善剤を除いたものも製造した。
【００３３】
　専門パネル３名によって、本発明のウーロン茶風味茶系アルコール飲料と対照のウーロ
ン茶風味茶系アルコール飲料とを比較したところ、本発明の茶系アルコール飲料は、対照
品で感じられたえぐみが全く感じられず、かつ、ウーロン茶の豊かな風味が感じられる飲
みやすいものであった。
【００３４】
　実施例３：緑茶を配合した茶系アルコール飲料
　実施例２と同様にして、アルコール度数５９ｖ／ｖ％のニュートラルスピリッツ６７．
８ｍｌ、市販の緑茶粉末（５倍濃縮相当）及び呈味改善剤として三井製糖社製さとうきび
抽出物ＭＳＸ－１００を０．２ｇとを混合し、更に汲水を加えてアルコール度数４ｖ／ｖ
％の本発明の緑茶風味茶系アルコール飲料１０００ｍｌを調製した。対照として、前記緑
茶風味茶系アルコール飲料から呈味改善剤を除いたものも製造した。
【００３５】
　専門パネル３名によって、本発明の緑茶風味茶系アルコール飲料と対照の緑茶風味茶系
アルコール飲料とを比較したところ、本発明の茶系アルコール飲料は、対照品で感じられ
たえぐみが全く感じられず、かつ、緑茶の爽やかな風味が感じられる飲みやすいものであ
った。
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